
 
 

 

 

 

 

 

 
 

徳島市情報公開・個人情報保護審査会答申 

 

 

（徳情個審答申第 71 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月 29 日 



1 

徳情個審答申第 71 号 
令和８年５月 29 日 

 
審査庁 
徳島市長 遠藤 彰良 殿 

 
徳島市情報公開・個人情報保護審査会 

会長  島内 保彦 
 

個人情報の保護に関する法律第 105 条第３項において読み替えて 
準用する同条第 1 項の規定に基づく諮問について（答申） 

 
令和７年 12 月 25 日付け行財発第 42 号により徳島市長から諮問のありまし

た 保 有 個 人 情 報 の 部 分 開 示 決 定 に 関 す る 審 査 請 求 の 件 に つ い て 、 次 の と お り
答申します。 
 
第１ 審査会の結論 

徳島市長が行った本件保有個人情報部分開示決定処分（令和７年９月 11
日付け生福発第 2254 号。以下「本件処分」という。）は、その不開示に係
る 判 断 に つ い て 妥 当 性 を 欠 く こ と 、 ま た 、 理 由 の 提 示 に 係 る 不 備 が 認 め ら
れ る こ と か ら 、 そ の 不 開 示 と し た 部 分 を 取 り 消 し 、 当 該 部 分 に つ い て 、 処
分 庁 に お い て 改 め て 開 示 ・ 不 開 示 に つ い て 検 討 し た 上 で 、 決 定 を 行 う べ き
である。 

 
第２ 事案の概要 

１  審 査 請 求 人 は 、 令 和 ７ 年 ８ 月 ４ 日 、 徳 島 市 長 に 対 し 、 自 身 の 生 活 保 護
の受給に関し、「生活保護受給開始から現在に至るまでのケース記録票、
病院に提出している書類一式」（以下「本件請求対象保有個人情報」とい
う 。） の 開 示 を 求 め 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。）
第 76 条第１項に基づく保有個人情報の開示請求（以下「本件開示請求」
という。）をした。本件開示請求に係る開示請求書には、本件請求対象保
有個人情報に関し、「外来病状調査票、給付要否意見書、移送費、保護変
更決定通知書の全て」について開示を求める旨の記載がなされていた。 

２  処 分 担 当 課 は 、 次 に 掲 げ る 文 書 を 本 件 請 求 対 象 保 有 個 人 情 報 と し て 特
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定 し た が 、 本 件 請 求 対 象 保 有 個 人 情 報 に は 開 示 請 求 者 以 外 の 個 人 に 関 す
る 情 報 が 含 ま れ て お り 、 当 該 情 報 を 開 示 す る こ と に よ り 当 該 開 示 請 求 者
以外の個人を特定できる可能性があるため、法第 78 条第１項第２号に該
当することを理由として、法第 82 条第１項の規定に基づき本件処分をし
た。 
⑴ ケース記録票（申請時から現在まで） 
⑵ 病院に提出している書類一式 
⑶ 保護受給後に受診した全ての病院に関する病状調査票全て 
⑷ 保護受給後に受診した全ての病院に関する給付要否意見書全て 
⑸ 移送費の全て 
⑹ 保護変更決定通知書の全て（申請時から現在まで） 

３ 審査請求人は、令和７年 12 月 15 日、本件処分の取消しを求める旨の
審査請求（以下「本件審査請求」という。）をした。 

４ 徳島市長は、令和７年 12 月 25 日、当審査会に本件審査請求に係る諮
問を行った。 

な お 、 本 件 諮 問 に 関 し て は 、 審 査 庁 に お け る 審 理 手 続 に お い て 、 処 分
担当課に対し弁明書の提出を求めたところ、令和８年１月 19 日付けで弁
明書が提出され、同月 27 日付けで審査庁から当審査会に対し送付があっ
た 。 同 様 に 、 審 査 庁 に お け る 審 理 手 続 に お い て 、 審 査 請 求 人 に 対 し 反 論
書の提出を求めたが、審査請求人から反論書の提出はなかった。 

また、当審査会から審査請求人に対し、令和８年１月 30 日付けで徳島
市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 条 例 第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ く 意 見 陳 述 の
申立てについて通知したが、意見陳述の申立てはなかった。 

 
第３ 審査請求人の主張の要旨 

本 件 審 査 請 求 に お け る 審 査 請 求 人 の 主 張 は 、 審 査 請 求 書 の 内 容 か ら 、 概
ね次のとおり要約される。 
１  本 件 処 分 に よ り 不 開 示 と さ れ た 部 分 に は 、 審 査 請 求 人 が 知 る べ き 重 要

な 事 実 が 含 ま れ て い る 可 能 性 が 非 常 に 高 く 、 当 該 部 分 が 不 開 示 と さ れ る
法的根拠が不明確であり、審査請求人は正当な利益を侵害されている。 

２  部 分 開 示 さ れ た 保 有 個 人 情 報 の う ち ケ ー ス 記 録 票 （ 以 下 「 本 件 ケ ー ス
記録票」という。）については、不開示とされた部分に審査請求人自身の
発 言 や 審 査 請 求 人 に 対 す る 評 価 等 の 情 報 が 含 ま れ て い る と 推 測 さ れ 、 当
該 部 分 が 開 示 さ れ な け れ ば 、 本 件 処 分 の 全 体 像 を 把 握 す る こ と が で き ず 、
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審査請求人の正当な権利の行使に支障をきたす。 
３  前 記 １ 及 び ２ の 理 由 か ら 、 本 件 ケ ー ス 記 録 票 に つ い て 、 不 開 示 部 分 を

全部開示するよう求める。 
 
第４ 徳島市長の主張の要旨 

１ 本件処分により不開示とした部分については、法第 78 条第１項第２号
並 び に 同 項 第 ３ 号 イ 及 び ロ に 該 当 す る こ と を 理 由 に 不 開 示 と し た も の で
あり、本件処分に違法性はない。 

２  本 件 処 分 に よ り 不 開 示 と し た 部 分 に つ い て は 、 審 査 請 求 人 が 主 張 す る
よ う な 審 査 請 求 人 自 身 の 発 言 や 審 査 請 求 人 に 対 す る 評 価 等 の 情 報 は 含 ま
れ て お ら ず 、 審 査 請 求 人 が 主 張 す る よ う な 本 件 処 分 の 全 体 像 の 把 握 が 阻
害されるような事情が存在しない。 

３  審 査 請 求 人 は 、 本 件 処 分 に よ り 審 査 請 求 人 の 正 当 な 権 利 の 行 使 に 支 障
を き た す と 主 張 す る が 、 審 査 請 求 人 が 主 張 す る 「 正 当 な 権 利 の 行 使 」 の
具 体 的 な 内 容 が 明 ら か で は な く 、 審 査 請 求 人 の 権 利 の 行 使 に 支 障 を き た
す 事 情 や 本 件 処 分 に よ り 不 開 示 と し た 部 分 を 開 示 す べ き 事 情 は 認 め ら れ
ない。 

 
第５ 当審査会の判断 

１ 争点 
本件審査請求における争点は、次の２点である。 

⑴  本 件 ケ ー ス 記 録 票 に つ き 、 不 開 示 部 分 を 不 開 示 と し た こ と が 、 法 の
規定や解釈に照らし妥当であるかどうか 

⑵  本 件 処 分 に 係 る 保 有 個 人 情 報 部 分 開 示 決 定 通 知 書 に お け る 理 由 の 提
示が妥当であるかどうか 

２ 検討 
⑴ 検討の手法 

本 件 審 査 請 求 に 係 る 審 議 及 び 検 討 に つ い て は 、 本 件 ケ ー ス 記 録 票 に
お け る 不 開 示 部 分 に 関 し 、 審 査 請 求 書 、 本 件 処 分 に 係 る 保 有 個 人 情 報
部 分 開 示 決 定 通 知 書 及 び 弁 明 書 の 記 載 か ら は 、 当 該 不 開 示 部 分 に 記 載
さ れ て い る 情 報 の 内 容 や 性 質 が 明 ら か で は な く 、 前 記 １ に 示 す 各 争 点
に係る妥当性を直ちに判断することができない。 

こ の た め 、 当 審 査 会 で は 、 諮 問 実 施 機 関 （ 処 分 担 当 課 ） に 対 し 、 本
件 ケ ー ス 記 録 票 の 提 示 を 求 め 、 実 際 に 本 件 ケ ー ス 記 録 票 を 見 分 す る 手
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法（イン・カメラ審理）により、審議を行った。 
⑵ イン・カメラ審理の結果及び当該結果を踏まえた判断 

イ ン ・ カ メ ラ 審 理 の 結 果 、 本 件 ケ ー ス 記 録 票 に お い て 不 開 示 と さ れ
て い る 情 報 に つ い て は 、 そ の 内 容 及 び 性 質 か ら 、 不 開 示 と す る こ と が
妥当とはいえないものが相当数の箇所見受けられた。 

不 開 示 と す る こ と が 妥 当 と は い え な い 情 報 は 、 概 ね 次 の ア か ら エ ま
で に 掲 げ る 類 型 に 大 別 さ れ 、 当 該 類 型 ご と の 本 件 処 分 の 妥 当 性 に 係 る
当審査会の判断は、それぞれアからエまでに示すとおりである。 
ア 不開示とすべき情報に当たる余地のないもの 

本 件 ケ ー ス 記 録 票 に お い て 不 開 示 と さ れ て い る 情 報 の 中 に 、 記 録
が記載された日付等の情報があった。 

こ れ ら の 情 報 は 、 単 に 記 録 の 対 象 と な る 事 象 が あ っ た 日 付 を 示 す
も の で あ る な ど 、 そ も そ も 法 に 定 め る 不 開 示 情 報 に は 該 当 し 得 な い
情 報 で あ る か ら 、 当 該 情 報 を 不 開 示 と し た こ と は 妥 当 と は い え な い 。 

イ  開 示 請 求 者 以 外 の 個 人 に 係 る 情 報 で あ る が 、 慣 行 と し て 開 示 請 求
者が知りうるもの 

本 件 ケ ー ス 記 録 票 に お い て 不 開 示 と さ れ て い る 情 報 の 中 に 、 審 査
請 求 人 以 外 の 個 人 と の 協 議 を 審 査 請 求 人 同 席 の 下 に 行 っ た 記 録 等 に
おける当該審査請求人以外の個人の属性等を示す情報があった。 

これらの情報は、たしかに、法第 78 条第１項各号に掲げる不開示
情 報 の う ち 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 開 示 請 求 者 以 外 の 個 人 に 関 す る 情
報 で あ っ て 、 特 定 の 個 人 を 識 別 す る も の に 該 当 す る も の で あ る が 、
そ の 一 方 で 、 審 査 請 求 人 本 人 が 同 席 し て い る 等 の 事 情 に 鑑 み れ ば 、
同 号 た だ し 書 イ に 規 定 す る 慣 行 と し て 開 示 請 求 者 が 知 る こ と が で き
る情報に該当する可能性がある。 

この点に関し、法第 78 条第１項第２号ただし書イにいう「慣行と
し て 」 の 意 義 は 、 事 実 上 の 慣 習 と し て 知 る こ と が で き る こ と を い う
も の と さ れ て い る と こ ろ 、 上 記 の 審 査 請 求 人 以 外 の 個 人 と の 協 議 を
審 査 請 求 人 同 席 の 下 に 行 っ た 記 録 等 に お け る 当 該 審 査 請 求 人 以 外 の
個 人 の 属 性 等 を 示 す 情 報 に つ い て は 、 当 該 審 査 請 求 人 以 外 の 個 人 は
審 査 請 求 人 と 同 席 を す る 等 し て い た の で あ り 、 審 査 請 求 人 は そ の 氏
名 や 属 性 等 を 当 然 に 了 知 し て い た と 解 す る の が 相 当 で あ っ て 、 当 該
情報を不開示としたことは妥当とはいえない。 

ウ  事 務 執 行 支 障 情 報 に 当 た る 可 能 性 が あ る が 、 開 示 し て い る 部 分 と
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の整合性を欠くため、事務執行支障情報に当たるとはいえないもの 
本 件 ケ ー ス 記 録 票 に お い て 不 開 示 と さ れ て い る 情 報 の 中 に 、 審 査

請 求 人 と の や り 取 り に 係 る 記 録 で あ っ て 、 審 査 請 求 人 に 対 す る 関 係
職 員 の 評 価 等 を 示 す 内 容 を 含 む も の に つ い て 、 そ の 全 体 を 不 開 示 と
している箇所があった。 

こ れ ら の 箇 所 に 記 載 さ れ た 情 報 は 、 い ず れ も 生 活 保 護 の 受 給 者 に
対 し 、 一 定 の 期 間 に わ た り 密 接 な 関 係 を 構 築 し 支 援 を 行 う こ と を 通
例 と す る 生 活 保 護 関 係 事 務 の 特 性 上 、 関 係 職 員 に よ る 一 方 的 な 評 価
等 を 示 す 情 報 を 開 示 す る こ と に な れ ば 、 両 者 間 の 関 係 に 破 綻 を き た
す お そ れ が あ る 等 の 理 由 に よ り 不 開 示 と す る こ と が 想 定 さ れ る 情 報
であり、法第 78 条第１項各号に掲げる不開示事由のうち、同項第７
号 の 「 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 、 当 該 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支
障を及ぼすおそれがある」情報（以下「事務執行支障情報」という。）
に該当する可能性があるものである。 

し か し 、 そ の 一 方 で 、 本 件 ケ ー ス 記 録 票 の 他 の 部 分 に お い て は 、
こ れ ら の 情 報 と 同 種 の 情 報 を 記 載 し て い る 他 の 箇 所 を 開 示 し て い る
ことが認められた。 

同 種 の 情 報 が 既 に 開 示 さ れ て い る 以 上 、 こ の ウ に お い て 検 討 ・ 判
断 の 対 象 と し て い る 情 報 が 事 務 執 行 支 障 情 報 に 該 当 す る も の と 直 ち
に い う こ と は で き ず 、 ま た こ れ ら の 情 報 を 不 開 示 と す る こ と は 、 同
一 の 処 分 に お け る 判 断 の 整 合 性 を 欠 く こ と か ら 、 当 該 情 報 を 不 開 示
としたことは妥当とはいえない。 

加 え て 、 仮 に 当 該 情 報 を 不 開 示 と す る 場 合 、 そ の 理 由 は 事 務 執 行
支 障 情 報 に 該 当 す る こ と で あ っ て 、 本 件 処 分 に 係 る 保 有 個 人 情 報 部
分開示決定通知書において示されている、法第 78 条第 1 項第２号に
該当することではない。 

したがって、法第 78 条第１項第２号を根拠としてこのウにおいて
検 討 ・ 判 断 の 対 象 と し て い る 情 報 を 不 開 示 と し た 本 件 処 分 に は 、 理
由 提 示 の 不 備 が あ る こ と は 明 ら か で あ り 、 仮 に 不 開 示 と し た 判 断 自
体 は 妥 当 で あ っ た と し て も 、 当 該 不 備 を 理 由 と し て 取 消 し を 免 れ な
いものである。 

エ  事 務 執 行 支 障 情 報 に 当 た る と い え る が 、 理 由 の 提 示 に 不 備 が あ る
もの 

本 件 ケ ー ス 記 録 票 に お い て 不 開 示 と さ れ て い る 情 報 の 中 に 、 審 査
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請 求 人 に 対 す る 対 応 ・ 支 援 等 の 方 針 を 記 載 し た 箇 所 を 不 開 示 と し て
いるものがあった。 

仮 に 当 該 箇 所 を 不 開 示 と す る 場 合 、 そ の 理 由 と し て は 、 当 該 箇 所
に は 生 活 保 護 の 受 給 者 に 対 す る 対 応 ・ 支 援 等 の 方 針 を 福 祉 事 務 所 内
に お い て 決 定 し た 根 拠 ・ 過 程 を 示 す 情 報 が 記 載 さ れ て お り 、 当 該 箇
所 を 開 示 す る こ と に な れ ば 、 被 支 援 者 た る 生 活 保 護 の 受 給 者 に は 明
ら か に さ れ る こ と の な い 当 該 根 拠 ・ 過 程 が 明 ら か に さ れ る こ と と な
り 、 今 後 の 方 針 の 立 案 や 当 該 方 針 に 基 づ く 生 活 保 護 関 係 事 務 の 適 正
な 実 施 に 支 障 を き た す お そ れ が あ る 等 の 理 由 が 想 定 さ れ る と こ ろ で
ある。 

し か し 、 そ の 理 由 は 、 前 記 ウ に お い て 検 討 ・ 判 断 し た 情 報 と 同 様
に 、 事 務 執 行 支 障 情 報 に 該 当 す る こ と に よ る も の で あ る か ら 、 法 第
78 条第１項第２号を根拠として当該箇所を不開示とした本件処分に
は 、 理 由 提 示 の 不 備 が あ る こ と は 明 ら か で あ り 、 仮 に 不 開 示 と し た
判 断 自 体 は 妥 当 で あ っ た と し て も 、 当 該 不 備 を 理 由 と し て 取 消 し を
免れないものである。 

３ 理由の提示について 
本 件 処 分 に お け る 理 由 の 提 示 に 関 し 、 徳 島 市 長 は 、 本 件 処 分 に 係 る 保

有個人情報部分開示決定通知書において、その理由を法第 78 条第１項第
２ 号 に 規 定 す る 開 示 請 求 者 以 外 の 個 人 に 関 す る 情 報 が 含 ま れ て い る こ と
を 理 由 と し て い る が 、 本 件 審 査 請 求 に お い て 審 査 庁 に 提 出 し た 弁 明 書 に
お い て は 、 前 記 第 ４ の １ の と お り 、 同 号 だ け で な く 、 同 項 第 ３ 号 イ 及 び
ロに該当する情報が含まれていることを理由として挙げている。 

こ の 点 に 関 し 、 当 審 査 会 に お け る イ ン ・ カ メ ラ 審 理 で 見 分 し た と こ ろ、
徳島市長が弁明書において主張するような法第 78 条第１項第３号イ及び
ロに該当するものと思料される情報を確認することはできなかった。 

仮に徳島市長の主張するとおり、本件ケース記録票に法第 78 条第１項
第 ３ 号 に 該 当 す る 情 報 が 含 ま れ て お り 、 当 該 情 報 を 不 開 示 と す る 取 扱 い
を し て い た と し て も 、 そ の 理 由 は 本 件 処 分 に 係 る 保 有 個 人 情 報 部 分 開 示
決 定 通 知 書 に お い て 適 切 に 提 示 さ れ る べ き も の で あ り 、 そ の よ う な 取 扱
い を し て い た 場 合 、 本 件 処 分 は 理 由 提 示 の 不 備 が あ る こ と を 理 由 と し て
取消しを免れないものである。 

４ 小括 
前 記 ２ に お け る 検 討 の と お り 、 本 件 処 分 は 、 前 記 ２ の ⑵ の ア か ら ウ ま
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で に 係 る 部 分 に つ い て は そ の 不 開 示 に 係 る 判 断 に つ い て 妥 当 性 を 欠 く こ
と 、 エ に 係 る 部 分 に つ い て は 理 由 の 提 示 に 係 る 不 備 が 認 め ら れ る こ と か
ら 、 そ の 不 開 示 と し た 部 分 を 取 り 消 し 、 当 該 部 分 に つ い て 、 処 分 庁 に お
いて改めて開示・不開示について検討した上で決定を行うべきである。 
 

第６ 結論 
以上の理由により、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
 

第７ 付言 
当 審 査 会 の 判 断 は 以 上 で あ る が 、 本 件 処 分 に 係 る 開 示 ・ 不 開 示 の 検 討 等

について、若干付言することとする。 
当 審 査 会 で は 、 本 件 審 査 請 求 に 係 る 審 議 の 過 程 で イ ン ・ カ メ ラ 審 理 を 行

い 、 本 件 ケ ー ス 記 録 票 に つ い て 見 分 し た と こ ろ で あ る が 、 そ の 結 果 、 不 開
示 と し た 情 報 と 同 種 の 情 報 を 別 の 箇 所 に お い て は 開 示 と す る な ど 、 本 件 処
分 に 係 る 開 示 ・ 不 開 示 の 判 断 に 係 る 一 貫 性 を 欠 く 点 が 見 受 け ら れ た こ と は 、
前記第５の２の⑵のとおりである。 

ま た 、 上 記 の 点 と は 別 に 、 全 部 開 示 を さ れ て い る 箇 所 に つ い て 、 そ の 内
容に法第 78 条第１項第３号に該当する不開示情報（法人情報）や事務執行
支 障 情 報 に 該 当 す る も の と し て 不 開 示 と す べ き 情 報 が 含 ま れ て い る よ う に
思料される箇所が散見されたところである。 

当 該 箇 所 に つ い て は 、 全 部 開 示 を さ れ て お り 、 本 件 審 査 請 求 の 対 象 と さ
れ て い る と こ ろ で は な い た め 、 当 審 査 会 と し て 特 段 判 断 を す る も の で は な
い。 

し か し 、 本 来 不 開 示 と す べ き 、 あ る い は 、 不 開 示 と す る こ と が 妥 当 で あ
る 情 報 を 誤 っ て 開 示 す る こ と と な れ ば 、 当 該 情 報 に 係 る 個 人 ・ 法 人 等 の 当
事 者 に 対 し 予 期 せ ぬ 不 利 益 が 及 ぶ お そ れ が 考 え ら れ る と こ ろ で あ り 、 不 開
示情報を開示しないことによる保護法益を考慮した法第 78 条の趣旨を没却
することにもなりかねない。 

こ の 点 も 踏 ま え 、 実 施 機 関 に は 、 保 有 個 人 情 報 の 開 示 請 求 に 対 し 開 示 決
定 等 を 行 う に 当 た っ て は 、 開 示 ・ 不 開 示 に 関 す る 検 討 ・ 判 断 を 適 切 か つ 慎
重に行うことを強く求める。 

以 上 
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